
はしがき

今から 40 年以上前のことです。ある女性が突然夫を亡く

しました。そのとき女性は 34 歳。息子 2 人は小学生。いち

ばん下の娘は幼稚園児て・した。私の姉の話です。

私は、姉と子ども達はこの先いったいどうなるのだろうと

漠然と思っただけですが、当人の悲しみ、不安は、私の想像

をはるかに超えるものだったて＊しょう。

死亡した夫は会社員だったため、姉は遺族年金を受給て＊き

ました。年金額は生活をまかなえるほどではなく、彼女は懸

命に働いて子ども達を育てましたが、遣族年金が支えの一つ

だったことは間違いないと思います。

退族年金は、公的年金の加入者あるいは加入者だった者が

死亡したとき、その逍族に支給される年金て＊す。死亡が原因

てすから、高齢期に支給されることが多いてしょうが、その

重要度はむしろ現役期のほうが高いと思います。

学齢の子どもがいる働き盛りの夫婦の一方が死亡したとき

の遣族年金は、残された配偶者と子の生活を守る役割を持っ

ています。これは、共働き世帯であっても専業主婦世帯て＊

あっても同じてす。

令和 10 (2028) 年 4 月 1 日、夫婦の一方が死亡したとき

60 歳未満だった配偶者、つまり現役期の配偶者に対する遣

族厚生年金が大きく改正されます。現在は終身給付であるも



のが原則として 5 年間の有期給付とされるのてす。なお、こ

の有期給付の遺族厚生年金には、通常の年金額に一定の額が

加算され、配偶者は死亡分割の請求によって自身の老齢厚生

年金の額を増やすことがてきます。

また、妻が死亡したときの夫に対する遺族厚生年金は、

現在は妻死亡時に夫が 55 歳以上てなければ支給されません

が、これが夫の年齢にかかわらず支給されるようになります。

さらに、子に対する遺族基礎年金の支給停止が見直され、

遺族基礎年金の受給権がない父もしくは母と生計を同じくし

ている場合てあっても支給されるようになります。

遺族年金が遣族の生活を守るものてあることは世代にかか

わりませんが、その重みはとくに現役期において大きいもの

と思います。本書は、夫婦の一方が死亡し現役期の配偶者と

子が残された場合の遺族年金を中心に、基本的なしくみと改

正後のしくみを解説したものて吋す。本書が皆様とご家族の生

活を守ることに役立てば幸いてす。

姉はその後子ども達を成人させ、 70 代半ばを過ぎた今も

元気に過ごしています。私はそんな彼女を心から尊敬します。

2026 年 2 月

高木隆司
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序章し

1 夫婦の遺族年金が大きく変わる！

1 令和 7 年の年金改正

公的年金は、令和 7 (2025) 年 6 月に改正法巳が可決成立

r
r
r
 

しました。おもな改正点は図表のとおりです。

※社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金

法等の一部を改正する等の法律（令和 7 年法律第 74 号）

このうち、遺族年金については 60 歳前に配偶者と死別し

た場合の残された配偶者に対する遺族厚生年金が、原則とし

て 5 年間の有期給付とされます。いままでは一部を除いて終

身給付されていた遺族厚生年金が、 5 年間しか支給されなく

なる可能性があるのです。

また、妻に対する遺族厚生年金に一定の場合に加算される

中高齢寡婦加算額が、 25 年かけて 1 年ごとに減額され、令

和 35 (2053) 年に廃止されます。さらに、子に対する遺族

基礎年金の支給停止が見直されます。

2 改正後の遺族年金は令和 10 (2028) 年 4 月から

遺族厚生年金の有期給付化と中高齢寡婦加算額の減額は、

令和 10 年 4 月以後に配偶者が死亡した場合について適用さ

れます。また、子に対する遺族基礎年金の支給停止の見直し

も、令和 10 年 4 月からスタートします。

遺族年金は万一の場合のベースとなる保障です。遺族年金

にはさまざまなケースがありますが、本書は夫婦の一方が死

亡したときに残された配偶者や子に支給される遺族年金に焦

点を当て、現行のしくみと改正後のしくみについて解説して

います。
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疇図表令和 7年改正法の主な改正点
| 

＜被用者保険の適用拡大＞

》序章

・短時間労働者に係る賃金要件 8.8 万円 (106 万円の壁）撤廃

・短時間労働者に係る企業規模要件の縮小、撤廃

・個人事業所に係る適用業種の解消

・短時間労働者に対する保険料負担軽減措圏

く標準報酬月額、在職老齢年金＞

・標準報酬月額の上限引き上げ

•在職老齢年金の支給停止調整額引き上げ

く遺族年金＞

• 60 歳前に配偶者と死別した場合の遥族厚生年金の有期給付化

・中高齢寡婦加算の逓減、廃止

・子の遺族基礎年金の支給停止の見直し

く加給加算＞

・子の加算額の引き上げ、一律化

・すべての年金に子の加算を設ける

・老齢厚生年金の配偶者加給額の引き下げ

＜その他＞

・基礎年金の給付水準底上げ措置

．遥族厚生年金受給権者の老齢年金繰下げ容認

・保険料納付要件の特例 10 年延長

• 50 歳未満の納付猶予制度 5 年延長

• 65 歳以後の特例任意加入の対象者拡大

・離婚時の年金分割の請求期限を 5 年に

・脱退一時金の請求要件・支給額の見直し
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序章t

2 遺族基礎年金と遺族厚生年金
r
r
r
 

1 公的年金には国民年金と厚生年金がある

夫婦の一方が死亡したときの遺族年金は、残された配偶者

や子の生活を守るために公的年金制度から支給される年金で

す。遺族年金だけで遺族が安心して生活できるとは限りま

せんが、公的年金は強制加入の制度ですから、万ーの死亡に

備えた基礎的な保障といえます。

日本の公的年金には、国民年金と厚生年金という 2 つの制

度があります。厚生年金は、会社員や公務員を対象とした制

度です。国民年金は、会社員や公務員を含むすべての者を対

象とした制度です。会社員や公務員は、厚生年金と国民年金

に二重に加入しています（図表 1) 。

2 遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金がある

国民年金の被保険者が障害を負った場合は障害基礎年金が

支給され、国民年金の被保険者であった者には老後、老齢基

礎年金が支給されます。そして、国民年金の被保険者または

被保険者であった者が死亡したときは、遺族に遺族基礎年金

が支給されます（図表 2) 。

被保険者とは、加入者のことです。基礎年金は、国民年金

制度から支給される年金です。

一方、厚生年金の被保険者が障害を負った場合は障害厚生

年金が支給され、厚生年金の被保険者あるいは被保険者で

あった者には老後、老齢厚生年金が支給されます。そして、

厚生年金の被保険者または被保険者であった者が死亡したと

きは、迫族に遺族厚生年金が支給されます。
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疇図表 1 国民年金と厚生年金

＜厚生年金＞

会社員や公務員を

対象とした制度

く国民年金＞

）序章

厚生年金に加入する会社員や公務員を含む

すべての者を対象とした制度

囁図表 2 逍族基礎年金と遇族厚生年金

厚生年金の被保険者や

被保険者であった者が

死亡した場合

国民年金の被保険者や

被保険者であった者が

死亡した場合

二

ロ
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序章し

3 死亡者と遺族それぞれに条件あり
r
r
r
 

1 誰が死亡すると遺族年金が支給されるのか？

夫婦の一方が死亡したとき、残された配偶者や子に必ず遺

族年金が支給されるとは限りません。

退族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者で

あった者が図表 1 の(1)~(3)のいずれかに該当する場合に支給

されます。また、遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者また

は被保険者であった者が図表 2 の(1)~(4)のいずれかに該当す

る場合に支給されます。

なお、遺族基礎年金も遺族厚生年金も、死亡した者が(1)ま

たは(2)に該当する場合は、死亡した者が保険料納付要件を満

たしていなければ支給されません。

2 誰が遺族年金を受給できるのか？

遣族基礎年金あるいは遺族厚生年金を受給できる遺族は、

死亡した者に生計を維持されていた図表 3 の者です。なお、

子や孫は、原則として 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31

日までの間にある者に限られます。これは、一般的に高校生

以下の子や孫です。

遺族基礎年金は、死亡した者の子、またはその子と生計を

同じくする死亡した者の配偶者に支給されます。一方、遺族

厚生年金は、死亡した者の配偶者・子、父母、孫、祖父母の

うち、この順番でいちばん先頭の者に支給されます。なお、

配偶者と子は同順位のため共に受給権者になります。

遺族年金は、要件に該当する者が死亡したときに、要件に

該当する遺族に支給される年金です。
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疇図表 1 遺族基礎年金における死亡者の要件

( 
(1) 国民年金の被保険者が死亡したとき

》序章

(2) 国民年金の被保険者であった者であって、日本に

住所を有する 60 歳以上 65 歳未満の者が死亡し

たとき

(3) 保険料納付済期間と免除期間とを合算した期間が

25 年以上である者が死亡したとき

曝図表 2 遺族厚生年金における死亡者の要件
( 

(1) 厚生年金の被保険者が死亡したとき

(2) 厚生年金の被保険者であった者が被保険者資格を

喪失した後に、被保険者であった間に初診日があ

る傷病により初診日から 5 年を経過する前に死亡

したとき

(3) 障害等級の 1 級または 2 級に該当する障害の状態

にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

(4) 保険料納付済期間と免除期間とを合算した期間が

25 年以上である者が死亡したとき

曝図表 3 遺族年金を受給できる遺族

遺族基礎年金 遺族厚生年金

・子 ・配偶者、子

・子と生計を同じくする ・父母

配偶者 ・孫

・祖父母
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序章t

4 遺族年金の改正のあらまし

1 遣族厚生年金の有期給付化

夫婦の一方が令和 10 (2028) 年 4 月 1 日以後に死亡し、

そのとき 60 歳未満だった配偶者に対する遺族厚生年金は、

原則として 5 年間の有期給付とされます（図表 1) 。なお、

夫が令和 30 (2048) 年 3 月 31 日までに死亡した場合、妻は

平成元（1989) 年 4 月 2 日以後生まれの者に限って有期給付

とされます。

夫婦の一方が令和 10 年 3 月 31 日までに死亡した場合、ま

た 60 歳以後に配偶者と死別した場合、さらに配偶者以外の

者に対する遺族厚生年金については現行どおりです。

r
r
r
 

2 中高齢寡婦加算額の逓減、廃止

中高齢寡婦加算額は、夫が令和 10 年 4 月 2 日から令和 35

(2053) 年 4 月 1 日までの間に死亡した場合、夫の死亡年に

応じて段階的に減額され、令和 35 年 4 月 2 日以後に死亡し

た場合は加算されません（図表 2) 。

夫が令和 10 年 4 月 1 日以前に死亡した場合は、現行どお

りの中高齢寡婦加算額が加算されます。

3 子に対する遺族基礎年金の支給停止の見直し

子に対する遺族基礎年金は、子と生計を同じくする父もし

くは母があるときは支給停止されます。この停止事由が令和

10 年 4 月 1 日に廃止されます（図表 3)。なお、改正後も、

配偶者に遺族基礎年金の受給権がある場合は支給停止です。

令和 10 年 3 月以前から子に遺族基礎年金の受給権があっ

て生計を同じくする父もしくは母があるときは、同年 3 月分

までは支給停止され、 4 月分から支給されます。
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》序章

曝図表 1 遺族厚生年金の有期給付化
「―
く改正後の有期給付の遣族厚生年金＞

・配偶者が令和 10(2028) 年 4 月 1 日以後に死亡

し、その時点において残された配偶者が 60 歳未

満である場合

・夫が令和 30(2048) 年 3 月 31 日までに死亡した

場合、妻は平成元(1989) 年 4 月 2 日以後生まれ

の者に限って有期給付とされる

く現行の遺族厚生年金＞

・配偶者が令和 10 年 3 月 31 日以前に死亡した場合

• 60 歳以後に配偶者と死別した場合
・配偶者以外の者に対する遺族厚生年金

疇図表 2 中高齢寡婦加算額の逓減、廃止

・夫が令和 10 年 4 月 1 日以前に死亡した場合は現

行どおりの額が加算される

・夫が令和 10 年 4 月 2 日から令和 35(2053) 年 4 月

1 日までの間に死亡した場合は、死亡年に応じて 1

年ごとに減額される

・夫が令和 35 年 4 月 2 日以後に死亡した場合は加

算されない（廃止）

曝図表 3 子に対する遺族基礎年金の支給停止の見直し

•生計を同じくする父もしくは母がある場合

．令和 10 年 3 月以前の支給分は支給停止される

．令和 10 年 4 月以後の支給分は支給停止されない
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